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第２章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念 

日本国憲法には全ての国民の基本的人権の享有と個人の尊重及び法の下における平等

などがうたわれており、法律や制度のうえでは、男女平等が保障されています。 

しかし、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」が批准され、「男女共同

参画社会基本法」が制定された後でも状況の改善は難しく、男女の差別は年々少なくなって

いるものの、人々の意識や行動、社会慣習の中には、男女の役割についてまだまだ性別に基

づく固定的な考え方が根付いているなど、未だに女性に対する偏見や差別が残っています。 

そこで、男女共同参画社会基本法及び「市条例」第3条に規定した次の５つの項目を

基本理念として、性別に捉われることなく個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の

形成を目指します。その際には、ジェンダー※１に敏感な視点、女性のエンパワーメント※２

の促進、協働の取り組みが重要となります。 
 

１ 人権が尊重され、性別にかかわりなく個性と能力が発揮される機会の確保 

２ 社会における制度又は慣行についての配慮 

３ 政策等の立案及び決定への共同参画する機会の確保 

４ 家庭生活における活動とその他の社会生活における活動の両立 

５ 男女共同参画社会形成のための取り組みが国際的協調の下に行われること 
   

２ 計画の基本目標 

「ウィズプラン」の基本目標を継承し、次の５つを基本目標として必要な施策を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 
 

―――――――――――――― 
※１ ジェンダー：「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別

（セックス／sex）がある。一方、社会通念や習慣の中には、社会によって作り上げられた「男性
像」「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェ
ンダー／gender）という。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い・悪いの価
値を含むものではなく、国際的にも使われている。 

※２ エンパワーメント：個人又は社会集団として、意思決定過程に参画し、自律的な力をつけること
をいう。自らの意識と能力を高め、家庭や地域、職場など社会のあらゆる分野で、政治的、経済
的、社会的、文化的に力をつけること及びそうした力を持った主体的な存在となり、力を発揮し
行動していくことを指す。 

 １１  人人権権をを尊尊重重しし男男女女共共同同参参画画意意識識をを高高めめよようう 

２２  ああららゆゆるる分分野野へへのの男男女女共共同同参参画画をを促促そそうう 

３３  職職場場ににおおけけるる男男女女平平等等をを実実現現しし、、男男女女ががととももにに働働ききややすすいい職職場場環環境境ににししよようう 

４４  男男女女ががととももにに性性別別にに捉捉わわれれずず、、安安心心ししてて暮暮ららせせるる地地域域社社会会ををつつくくろろうう 

５５  計計画画をを実実現現ししよようう 
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３ 施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

Ⅰ 
人権を尊重し男女
共同参画意識を高
めよう [P.25] 

基本的課題 施策の方向 

１ 
男女共同参画社会

の形成のための意

識啓発 [P.26] 

２ 
さまざまな場にお

ける男女平等教育

の推進 [P.27] 

（１）男女共同参画についての情報の収集等 

及び啓発の推進 [P.26]  
（２）市職員への男女共同参画意識の浸透 

[P.27]  
（３）地域社会における男女共同参画意識の 

促進 [P.27] 

１ 
政策・方針決定の

場への女性の参画

促進 [P.30] 

２ 
地域社会活動への

男女共同参画の促

進 [P.31] 

（１）保育園や学校等及び家庭における男女 

平等教育の推進 [P.28] 

Ⅱ 
あらゆる分野への
男女共同参画を促
そう [P.30] 

Ⅲ 
職場における男
女平等を実現し、
男女がともに働
きやすい職場環
境にしよう [P.35] 

（１）行政における政策・方針決定の場への 

女性の参画促進 [P.31]  
（２）企業・団体における指導的立場への女性

の参画促進 [P.31] 

（１）学区女性団体及び男女共同参画を推進 

する市民活動団体への支援 [P.33]  
（２）地域社会活動への男女共同参画の促進 

[P.33]  
（３）家庭や地域における男女共同参画の促 

進[P.33] 

１ 
働く場での男女平

等の推進 [P.35] 

２ 
仕事と家庭の両立

支援の推進 [P.38]

（１）雇用機会における平等の推進及び労働 

情報の提供 [P.37]  
（２）働く環境における男女平等の推進[P.37]
  
（３）女性が働き続けるための支援 [P.37] 

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 

 [P.39]  
（２）職業能力の開発・育成・支援 [P.39] 
  
（３）多様な就労形態に応じた労働支援[P.39]

★ 

★ 

★

★



第２章 計画の基本的な考え方 

 

21 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「★」は本編Ｐ53に表す優先的取り組み事項を含む項目です。 

 

 

 

Ⅳ 
男女がともに性
別に捉われず、安
心して暮らせる
地域社会をつく
ろう [P.42] 

Ⅴ 
計画を実現しよう
[P.50] 

１ 
子育て・介護にお

ける男女共同参画

の促進 [P.42] 

（１）子育て・保育環境の充実 [P.43] 
  
（２）介護サービスの充実 [P.43] 

２ 
高齢者、障がい者、

ひとり親家庭等の

人々に対する福祉

の充実 [P.43] 

（１）地域福祉の充実 [P.44] 
  
（２）高齢者福祉の充実 [P.44] 
  
（３）障がい者福祉の充実 [P.44] 
  
（４）ひとり親家庭等の人々の福祉の充実 

[P.44] 

３ 
生涯を通じた心身

の健康支援 [P.45]

（１）生涯にわたる健康づくりへの支援[P.45]
  
（２）性の自己決定権の尊重と意識啓発の推 

進[P.45]  
（３）心身の健康を支える体制の充実 [P.46] 
  
（４）母子保健施策の充実 [P.46] 

４ 
女性に対する暴力

の根絶 [P.46] 

（１）ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）

被害対策の推進 [P.48]  
（２）ストーカー等犯罪防止対策の推進 [P.48]
  
（３）セクシュアル・ハラスメント防止対策の

推進 [P.48] 

推進体制の整備・

充実 [P.50] 
（１）庁内推進体制の整備 [P.51] 
  
（２）関係機関と連携した男女共同参画施策 

の推進 [P.51] 

基本目標 基本的課題 施策の方向 

★




